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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。
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ごみ分別アプリを
配信しています

明日は何ごみの日？
ごみ分別アプリでごみ出しカレンダーの確認ができます！
▶問い合わせ　本サーキュラーエコノミー課　☎(62)7031

　
福
祉
・
介
護

　
確
定
申
告
の
時
に
、
障
害
者
手
帳
を
持
っ

て
い
な
い
人
で
も
、「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」を
提
出
す
る
と
障
害
者
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
認
定
書
が
必
要
な

人
は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

対
象　

　

�

要
介
護
認
定（
要
介
護
1
以
上
）を
受
け
て

い
る
65
歳
以
上
の
人
の
う
ち
、
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
る
人
と
同
程
度
の
障
害
が

あ
る
と
認
定
さ
れ
た
人（
認
定
基
準
あ
り
）

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を

発
行
し
ま
す

広　告

　
介
護
予
防
に
必
要
な
基
礎
知

識
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼�

と
き（
全
2
回
）

　

�

12
月
10
日
㈬　
午
後
1
時
30
分
～
4
時

　

�

12
月
11
日
㈭　
午
前
9
時
30
分
～
11
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
本
２
０
１・２
０
２
会
議
室

※
動
き
や
す
い
服
装・靴
で
来
て
く
だ
さ
い
。

※
10
日
㈬
は
手
鏡
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
介
護
予
防
に
興
味
の
あ
る
人

・�

住
ん
で
い
る
地
域
で
そ
れ
い
け
百
歳
体
操

を
始
め
た
い
人

・
地
域
の
た
め
に
活
動
し
た
い
人

▼
定
員　
30
人（
先
着
）

▼
申
込
方
法
　
電
話
で
申
し
込
み

▼
申
込
期
限
　
12
月
5
日
㈮

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
本
高
齢
福
祉
課�

☎（
62
）７
３
２
７

介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

売買や転用など
　　　　の可否を審査

農地 宅地
農業委員の役割
〇農地の権利移動や転用に関する許可など
〇農地利用の最適化の推進など

法に基づき農地の売買、賃貸借、転用などを公正に審査
する農業者の代表機関「農業委員会」。現在の農業委員、
農地利用最適化推進委員が令和8年7月に任期満了を迎え
るため、新たな委員を募集します。応募方法は、個人か
らの推薦、団体からの推薦、公募の3種類です。
詳しくは、市ホームぺージを確認してください。

〇担当区域での農地利用最適化の現場活動など
・担い手への農地の集積・集約化
・遊休農地の発生防止・解消

農地利用最適化推進委員の役割

▶募集期間　12月26日㈮～来年1月22日㈭
▶任期　来年7月20日～令和11年7月19日（3年間）
▶定数　農業委員：20人
　　　　農地利用最適化推進委員：44人
▶報酬　農業委員：月額41,000円
　　　　農地利用最適化推進委員：月額30,000円
※その他、旅費などの弁償や活動実績給などがあります。

▶�推薦される者・応募者の資格
　�農業に関する識見があり、農業委員会に関する職務
を適切に行うことができる人
※その他にも要件があるので確認してください。
▶�その他
　�推薦・応募の状況は市ホームページなどで受付期間
の中間と終了後に公表します

農業委員と
農地利用最適化推進委員を募集

▶問い合わせ
　 農業委員会事務局
　☎（62）7186

障
害
や
障
害
の
あ
る
人
へ
の

理
解
を
深
め
よ
う

　
12
月
3
日
か
ら
9
日
は
、「
障
害
者
週
間
」

で
す
。

〈
合
理
的
配
慮
の
提
供
〉

　
事
業
者
に
も
障
害
の
あ
る
人
へ
の
合
理
的
配

慮
の
提
供
が
法
律
で
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
障
害
の
あ
る
人
か
ら
困
っ
て
い
る
こ
と
を

伝
え
ら
れ
た
と
き
は
、
で
き
る
範
囲
で
対
応

し
て
く
だ
さ
い
。

・�

段
差
で
の
補
助
、
高
い
場
所
の
商
品
を

取
っ
て
渡
す

・�

メ
ニ
ュ
ー
や
商
品
表
示
を
写
真
な
ど
で
分

か
り
や
す
く
説
明
す
る

・�

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
な
ど
に
よ

る
意
思
疎
通
の
支
援
を
す
る

・�

本
人
の
意
思
を
確
認
し
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル

の
操
作
な
ど
を
代
行
す
る	

〈
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
〉

　
困
っ
て
い
る
こ
と
を
的
確

に
周
囲
へ
伝
え
る
こ
と
が
難

し
い
人
が
い
ま
す
。

　
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
や
ヘ
ル
プ

カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
人
が

困
っ
て
い
た
ら
、
声
を
掛
け

る
な
ど
の
配
慮
と
、
思
い
や

り
の
あ
る
行
動
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

社
会
福
祉
課�

☎（
62
）７
０
２
６ ヘルプマークヘルプカード
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▼
申
請
者

　
本
人
か
本
人
を
扶
養
申
告
す
る
人

▼�

持
参
す
る
も
の

　
窓
口
に
来
た
人
の
身
分
証
明
書

▼
申
請
期
限
　
来
年
3
月
16
日
㈪

▼�

申
し
込
み
　
本
高
齢
福
祉
課
、
西
福
祉
担

当
、
塩
市
民
課
、
箒
根
出
張

所
▼
問
い
合
わ
せ

○

高
齢
福
祉
課�

☎（
62
）７
１
１
３

　
住
ま
い
・
環
境

　
空
き
家
は
個
人
の
資
産
で
あ
り
、
そ
の
所

有
者
や
管
理
者
は
、
周
辺
の
環
境
に
悪
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
適
切
に
管
理
す
る
責

任
が
あ
り
ま
す
。

〈
空
き
家
の
お
困
り
連
絡
〉

　
近
所
の
空
き
家
で
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

れ
ば
、「
お
困
り
空
き
家
連
絡

フ
ォ
ー
ム
」を
使
っ
て
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
簡
単
に
空

き
家
の
通
報
が
で
き
ま
す
。
市
の
職
員
が
現

地
を
確
認
し
、
所
有
者
へ
適
正
な
管
理
を
す

る
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

〈
空
き
家
の
固
定
資
産
税
〉

　
市
か
ら
適
正
な
管
理
が
行
わ

れ
て
い
な
い
空
き
家
と
し
て
勧

告
を
受
け
る
と
、
土
地
の
固
定
資
産
税
の
住

宅
用
地
特
例
が
解
除
さ
れ
、
税
額
が
上
が
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

〈
空
き
家
・
空
き
地
の
管
理
〉

　
市
で
は
、
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と

「
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関

す
る
協
定
」を
締
結
し
て
い
ま

す
。
自
分
で
管
理
が
で
き
な
い

人
は
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

・
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー（
西
那
須
野

　
事
業
所
）�

☎（
37
）５
１
２
１

空
き
家
の
適
正
管
理

〈
空
き
家
バ
ン
ク
〉

　
空
き
家
の
情
報
を
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
売
り
た
い・

貸
し
た
い
人
と
買
い
た
い
・
借

り
た
い
人
を
つ
な
ぎ
ま
す
。

〈
特
定
空
き
家
等
解
体
費
補
助
金
〉

　
管
理
不
全
や
老
朽
化
し
た
状

態
の
空
き
家
を
解
体
す
る
際
に

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

金
額
　
解
体
工
事
費
の
2
分
の
１
の
額

（
上
限
50
万
円
ま
た
は
70
万
円
）

※�

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
下
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
本
都
市
計
画
課�

☎（
62
）７
１
６
２

男
女
共
同
参
画
フ
ォ
ー
ラ
ム

心
の
国
境
を
無
く
そ
う

～
ア
ナ
タ
に
伝
え
た
い
こ
と
～

　
性
別
に
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

や
人
権
が
尊
重
さ
れ
る

社
会
の
実
現
に
向
け
た

講
演
会
で
す
。

▼�

と
き　
12
月
21
日
㈰
　

　
午
後
1
時
45
分
～
3
時
30
分

▼�

と
こ
ろ
　
三
島
ホ
ー
ル

▼�

講
師
　
サ
ヘ
ル
・
ロ
ー
ズ
氏

▼
定
員　
４
８
０
名（
先
着
）

▼�

参
加
費　
無
料

※
入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す
。

▼
整
理
券
の
配
布
場
所

　

�

本
市
民
協
働
推
進
課
、
西
西

那
須
野
支
所
、
塩
塩
原
支
所
、

箒
根
出
張
所
、
三
島
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
市
民
協
働
推
進
課�

☎（
62
）７
０
１
９

　
犯
罪
被
害
者
支
援
の
必
要
性

を
広
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め

パ
ネ
ル
展
示
を
行
い
ま
す
。

▼
と
き　
12
月
1
日
㈪
～
5
日
㈮

▼
と
こ
ろ　

市
民
室

▼
問
い
合
わ
せ　

○

交
通
防
犯
課�
☎（
62
）７
１
２
６

犯
罪
被
害
者
等
支
援

巡
回
パ
ネ
ル
展
を
開
催

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名


